
 

昭和化工株式会社 行動計画 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動

計画を策定する。 

 

１． 計画期間 2023(R05)年4月1日～2025(R07)年3月31日までの2年間 

 

２． 内容 

 

 

 

＜対策＞ 

   ●2023(R05)年 5月 

・自社の労働者の育児休業取得事例の提供をする。 

●2023(R05)年 6月 

・育児休業に関する相談窓口の設置をする。 

    

目標１： 男性の育児休業取得を促進するために、育児休業取得事例の収集・提供、

育児休業に関する相談窓口の設置をする。 

 


